
　四国電力伊方発電所３号機は、昨年１２月の広島高等裁判所の運転差止め仮処分
決定により運転停止を続けていたが、今年９月の同高裁異議審決定により再稼働が
認められ、１０月２７日に再稼働した。
　同発電所では、新規制基準に基づき、地震・浸水対策や電源確保、冷却などの対
策を行っているほか、従前の基準にはなかった重大事故対策も行っている。
　また、中国電力等との連系線により他電力と交流系統でつながっているため、地
震等による電源脱落時もブラックアウトの可能性は低いとのことである。

＜主な質疑等＞
・新規制基準の考え方について
・将来的な電力需要について

調査内容：伊方発電所の安全対策、四国電力管内の電力需要等について

商工労働企業委員会　県外所管事務調査の概要

◆調査日程 平成３０年１１月２日（金）

◆調査先・調査内容

①四国電力株式会社伊方発電所（愛媛県伊方町）


